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「価格交渉促進月間」における取組

③企業リストの公表
④指導・助言の実施

親事業者

経営陣

調達部門

⑤改善の指示

①価格交渉促進月間
の積極周知・広報

（毎年９月、３月）

業所管省庁

下請事業者

中小企業庁

②フォローアップ調査
親事業者による対応や回答について
・アンケート調査
・下請Gメンによるヒアリング調査

※回答が親事業者に知られ
ないよう、匿名性の確保
を徹底し集計

価格交渉の活発化、
価格転嫁の増加

⚫ 中小企業の賃上げ実現の鍵となる価格交渉、価格転嫁を経済界全体で促すため、毎年３月と９月を
「価格交渉促進月間」と設定し、経済界に周知・依頼（①）。

⇒ 成果を確認するため、各「月間」の終了後、価格交渉、価格転嫁それぞれの実施状況について、中小
企業に対して「①アンケート調査（30万社）、②下請Ｇメンによるヒアリング」を実施し、結果を取り
まとめて公表。

⇒ 業界ごとの取組状況や、社名公表等により経営陣にも関与させ、取引方針の改善に繋げてきた。

⚫ 2021年９月に開始。 2025年３月までに計８回実施。
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2025年３月 価格交渉促進月間フォローアップ調査の概要

• 原材料費やエネルギー費、労務費等が上昇する中、多くの中小企業が価格交渉・価格転嫁できる環境整備
のため、2021年９月より毎年９月と３月を「価格交渉促進月間」と設定。2025年３月で８回目。

• 成果を確認するため、各「月間」の終了後、価格交渉、価格転嫁の実施状況について、中小企業に対して「①
アンケート調査、②下請Ｇメンによるヒアリング」を実施。必要に応じて大臣名での指導・助言等に繋げていく。

①アンケート調査

○調査の内容
中小企業等に、2024年10月～2025年３月末までの期間における、発注企業（最大3社分）との間の価格交渉・転嫁の状況を問うアンケート票を
送付。調査票の配布先の業種は、経済センサスの産業別法人企業数の割合（BtoC取引が中心の業種を除く）を参考にして抽出。

○配布先の企業数 30万社

○調査期間 2025年４月21日～５月30日

○回答企業数 65,725社（回答から抽出される発注企業数は延べ76,894社）

※回答企業のうち、取引先がグループ企業のみなどの理由により、回答対象外の企業は14,778社

※参考：2024年９月調査：51,282社（延べ54,430社）

2024年３月調査：46,461社（延べ67,390社）

○回収率 21.9％（※回答企業数／配布先の企業数）

※参考：2024年９月調査：17.1％、 2024年３月調査：15.5％

②下請Gメンによるヒアリング調査

○調査の内容
発注企業との間における価格交渉の内容や転嫁状況等について、全国の中小企業から広くヒアリングを実施。
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価格転嫁の状況①【コスト全般】

①25.5%

②18.7%

③10.4%

④25.4%

⑤18.8%

⑥1.2%

９月 ３月

①10割

②9割、8割、7割

③6割、5割、4割

④3割、2割、1割

⑤０割

⑥マイナス

n=38,575

※「価格転嫁は不要」との回答を除いた場合の回答分布

• コスト全体の価格転嫁率は52.4％。昨年９月より約３ポイント増加（前回49.7%→52.4％）。

• 「一部でも転嫁できた」割合（①②③④）は、前回から約３ポイント増の83.1％。

• 「転嫁できなかった」「マイナスとなった」割合（⑤⑥）は減少（前回20.1％→16.9％）。

➢ 価格転嫁の状況は改善してはいるが、引き続き、転嫁できない企業と二極分離の状態。転嫁が困難な企

業への対策が重要。

直近６か月間における価格転嫁の状況

79.9％

20.1％

転嫁率【コスト全般】

：49.7％

転嫁率【コスト全般】

：52.4％

①25.7%

②21.3%

③11.1%

④25.0%

⑤15.8%

⑥1.1%

n=60,983

全額転嫁ができた

一部でも価格転嫁できた
83.1％

全く転嫁できず
16.9％
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①32.3%

①31.3%

②17.1%

②14.9%

③9.2%

③8.5%

④23.2%

④24.1%

⑤17.1%

⑤20.2%

⑥1.0%

⑥1.0%

原材料費

９月

３月 転嫁率：54.5％

エネルギー費

９月

３月 転嫁率：47.8％

労務費

９月

３月 転嫁率：48.6％

全く転嫁できず
or 減額

①25.5%

①24.2%

②17.4%

②14.7%

③10.3%

③9.6%

④24.6%

④24.9%

⑤21.1%

⑤25.5%

⑥1.0%

⑥1.1%

①25.6%

①24.9%

②16.8%

②14.0%

③10.0%

③9.2%

④23.5%

④24.0%

⑤23.1%

⑤26.9%

⑥0.9%

⑥1.0%

一部でも
価格転嫁できた

転嫁率：51.4％

①10割

④３割、２割、１割

②９割、８割、７割

⑤０割

③６割、５割、４割

⑥マイナス

価格転嫁の状況②【コスト要素別】

• 労務費の転嫁率は、前回から約４％ポイント上昇したものの、原材料費と比較して約６ポイント低い水準。

• エネルギー費の転嫁率も、前回から約３％ポイント上昇したものの、コスト全般の転嫁率より低い水準。

➢ 労務費指針や、原材料費・エネルギー費の全額転嫁を目指す旨の振興基準等を引き続き周知していく。

※ 「価格転嫁は不要」との回答を除いた場合の回答分布

転嫁率：44.7％

転嫁率：44.4％



労務費に係る価格交渉の状況

• 価格交渉が行われた企業（64.2％）のうち７割超において、労務費についても交渉を実施（前回70.4％→73.2％）。

• 一方で、「労務費が上昇し、価格交渉を希望したが出来なかった」企業は依然として存在（前回7.6％→6.4％） 。

➢ 引き続き、公正取引委員会等と連携し、「労務費指針」を周知・徹底していく。

労務費の交渉状況

n=29,878

アンケート回答企業からの具体的な声

▲労務費については自助努力で解決すべき部分であるとして、交渉の協議を拒否された。

▲労務費の価格交渉に際して、値上げの根拠・証拠資料の提示要求があり、非常に時間がかかった。

70.4%

11.8%

10.1%

7.6%

９月 ３月
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※2023年11月に、「労務費指針（労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針）」が策定・公表されたことを踏まえ、
今回の調査においても、「労務費について価格交渉ができたか」を調査。

n=49,373

73.2%

9.9%

10.5%

6.4%

労務費の価格
交渉も行われた

73.2％

労務費が上昇せず
価格交渉は不要

労務費は上昇したが
価格交渉は不要

交渉を希望したが
行われなかった

【凡例】 ○：よい事例、▲：問題のある事例



サプライチェーンの各段階（※）における価格転嫁の状況

• 価格転嫁率は、１次請けの企業は５割超（53.6％）に対し、４次請け以上の企業は４割程度（40.2％）。

• 特に、４次請け以上の階層においては、「全額転嫁できた」企業の割合は1.5割程度にとどまり、「全く転嫁で
きなかった」又は「減額された」企業は、３割近く（29.1％）に上る。

• いずれの段階においても、前回と比較して、転嫁率は上昇傾向にはあるものの、受注側企業の取引段階が深
くなるにつれて、価格転嫁割合が低くなる傾向がみられる。

➢ より深い段階への価格転嫁の浸透が引き続き課題。

受注側企業の取引段階と価格転嫁率
n=64,299

27.0%

24.0%

20.7%

15.1%

21.0%

23.0%

22.3%

18.7%

10.8%

11.4%

11.5%

12.3%

26.0%

24.2%

24.3%

24.8%

14.2%

16.2%

20.1%

27.6%

1.1%

1.3%

1.2%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１次請け

２次請け

３次請け

４次請け以上

10割 ９～７割 ６～４割 ３～１割 ０割 マイナス

53.6％

転嫁率

52.1％

48.2％

40.2％
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※各取引段階：受注側中小企業に対する、「自社が、最終製品・サービスを提供する企業から数え、どの取引段階に
位置しているか」との質問への回答を集計したもの。



官公需（※）における価格交渉・価格転嫁の状況

• 官公需の価格転嫁率は、52.3％。（「価格転嫁不要」の場合を除く3,528件の回答の平均）

• なお、官公需全体では「入札により価格決定している」割合が約９割（官公需以外では、約１割）。

• 「価格交渉が行われた」割合は、約４割（前回30.2％→38.9％。官公需以外では、６割超）。

直近６か月間における価格交渉の状況

※ 「官公需」とは、国や地方公共団体等が、物品購⼊・役務の提供依頼・⼯事の発注を行うこと。
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①18.6%

②20.4%

③ 0.7%

④17.6%

⑤ 0.4%

⑥14.5%

⑦ 1.1%

⑧22.0%

⑨ 0.2%

⑩ 2.8%
⑪ 1.7%

価格交渉が
行われた
38.9％

交渉を希望したが
行われなかった

4.7％

市場連動するため
価格交渉は不要

23.1％

コストが上昇せず
価格交渉は不要

18.3%

コストは上昇したが
価格交渉は不要

14.9％

転嫁率：52.3％

①15.5%

②14.2%

③6.8%

④15.3%

⑤36.9%

⑥10.8%

⑦0.4%

n＝5,593

一部でも
価格転嫁できた

51.9％

①10割

②9割、8割、7割

③6割、5割、4割

④3割、2割、1割

⑤価格転嫁不要

⑥０割

⑦マイナス

直近６か月間における価格転嫁の状況【コスト全般】

アンケート回答企業からの具体的な声

○⼊札公告時にインフレスライドの対象工事に該当する旨が明記されているので、安心して応札できる。

▲価格転嫁について説明をしても、予算がないことを理由に応じていただけないことがある。

▲原価計算を行わずに、受注企業へ一方的な価格を押し付けるため、価格交渉が全くできない。

【凡例】 ○：よい事例、▲：問題のある事例

全く転嫁できず
11.2％
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取引代金の支払条件の状況

• 発注側企業からの取引代金の支払いについて、「全額現金により支払われる」割合は、約８割（81.8％）

（残りの約２割は、支払いの一部又は全部で、手形・電子記録債権・ファクタリングの利用があると回答）。

• 手形等（手形・電子記録債権・ファクタリング）の利用がある場合に、交付から入金までの期間（サイト）が「60日以内」
である割合は、約６割（63.6％）。「割引料を発注側企業が全額負担している」割合は、４割弱（35.6％）。

• 支払手数料の負担について、「発注側企業が全額負担している」割合は、７割弱（66.6％）。

アンケート回答企業からの具体的な声

〇以前は、支払いがサイト120日の手形決済であったが、現在は翌月全額振込になり、資金繰りが改善した。

▲支払サイトの短縮を依頼したが、その分の金利を要求された。

【凡例】 ○：よい事例、▲：問題のある事例

81.8% 6.2% 11.7%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現金のみ

手形を利用

電子記録債権・ファクタリングを利用

手形、電子記録債権・ファクタリングを併用

63.6% 36.4%
60日以内

60日超

26.6% 37.0% 9.0% 27.5%

発注側負担（サイト60日以内）
受注側負担（サイト60日以内）
発注側負担（サイト60日超）
受注側負担（サイト60日超）

66.6% 33.4%
発注側負担

受注側負担

支払手段
（n=76,894）

サイト期間
（n=13,981）

割引料負担
（n=13,981）

支払手数料
負担

（n=76,894）
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81.8% 6.2% 11.7%

0.3%

現金のみ

手形を利用

電子記録債権・ファクタリングを利用

手形、電子記録債権・ファクタリングを併用

63.6% 36.4%
60日以内

60日超

26.6% 37.0% 9.0% 27.5%

発注側負担（サイト60日以内）

受注側負担（サイト60日以内）

発注側負担（サイト60日超）

受注側負担（サイト60日超）

手形等の支払サイト期間・割引料負担の状況

• 取引代金の支払いに手形等が利用されている場合、交付から入金までの期間（サイト）が「60日以内」である
割合は、約６割（63.6％）。「割引料を発注側企業が全額負担している」割合は、４割弱。

• 一方で、同期間が「60日を超える」割合は約３割超（36.4％）。

• また、交付から⼊金までの期間が「60日超」かつ「割引料を受注側企業に負担させている」割合は、手形等を
利用している企業のうち、約３割（27.5％）に上る。

➢ 「取引代金の支払いは可能な限り現金によるものとする」旨や、「割引料等のコストについて、受注側企業
の負担としない」よう定めた振興基準の更なる周知・徹底が重要。

支払サイト60日超 かつ
割引料を受注側企業が負担

27.5％

支払手段

（n=76,894）

サイト期間
（n=13,981）

割引料負担
（n=13,981）

全額現金で
支払いを受けている

81.8％

手形・電子記録債権・
ファクタリング等の利用がある

18.2％
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1010401029009 美和ロック(株) 11 エ ウ

1010601006939 (株)吉野⼯業所 10 ウ ウ

5011601000515 一建設(株) 10 エ イ

5013201004656 (株)パスコ 11 ア イ

7010401057862 タマホーム(株) 19 エ ウ

7010401088742 (株)大林組 43 ア イ

（価格交渉/
転嫁の評価）

下請中小企業からの
価格交渉、価格転嫁
についての回答の
平均値（※10点満点）

をア、イ、ウ、エの
４区分で整理。

ア：７点以上、

イ：７点未満、
４点以上

ウ：４点未満、
０点以上

エ：０点未満

⚫１月21日、より一層の自発的な取引慣行の改善を促すため、下請中小企業10社以上から回答が
あった発注側企業全て（民間211社及び６の国・地方公共団体）について、「交渉・転嫁の状況」を整理した企
業リストを、経済産業大臣より公表したところ。

価格交渉・転嫁の回答状況のリスト（一部）（2024年９月の価格交渉促進月間の結果）

法人番号 企業名
①回答
企業数

②価格交渉の
回答状況

③価格転嫁の
回答状況

1010001000006 五洋建設(株) 17 ア イ

1010001001805 鹿島道路(株) 14 イ イ

1010001008668 ＪＦＥスチール(株) 19 ア イ

1010001092605 ヤマト運輸(株) 67 イ ウ

1010001098619 日鉄物流(株) 16 ア イ
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１．価格交渉促進月間における取組とその調査結果について

２．価格転嫁促進に向けた取組について

３．価格交渉に役立つコンテンツ等について
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①下請代金法(規制法。下請代金の減額、支払遅延等を禁止。立⼊検査、改善指導、公取委への措置請求等を実施。)

②下請振興法(望ましい取引のあり方（振興基準）を策定・公表し、親事業者等に指導・助言等を実施。)

③特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

(フリーランスに業務委託する事業者に対する規制法。取引関係のほか、労働環境整備についても。2024年11月1日施行。)

２）法律の厳正な執行

３）実態把握・相談対応

①下請Gメン（H29:80名（配置時）→R7:330名（現在））によるヒアリング

②知財Gメンによるヒアリング

③よろず支援拠点の「価格転嫁サポート窓口」、下請かけこみ寺による相談対応

①業種別ガイドライン（21業種）自主行動計画（30業種・80団体）

②価格交渉促進月間(9月､3月）

③取引先との共存共栄を発注側企業の経営者が宣言するパートナーシップ構築宣言(70,000社超)

１）業界への働きかけ

政府の取組（取引適正化、価格転嫁対策）

原材料価格やエネルギーコスト、労務費等のコストが上昇する中、コスト増を下請中小企業だ
けでなくサプライチェーン全体で適切に負担し、中小企業においても賃上げできる環境を整備
するため、適切な価格転嫁をはじめ取引適正化の実現が不可欠。
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下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案

（１）多段階の事業者が連携した取組への支援
●多段階の取引からなるサプライチェーンにおいて、二以上の取引段階に
ある事業者が作成する振興事業計画に対し、承認・支援できる旨を追加。

（２）適用対象の追加
●①製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を対象取引に追加
②法人同士においても従業員数の大小関係がある場合を対象に追加。

【規制内容の追加】
（１）協議を適切に行わない代金額の決定の禁止【価格据え置き取引への対応】
●対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要
な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定を禁止。

（２）手形払等の禁止
●対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日までに代金相当額を得る
ことが困難な支払手段も併せて禁止。
※手形払の禁止に伴い、割引困難な手形に係る規制を廃止。

【規制対象の追加】
（３）運送委託の対象取引への追加【物流問題への対応】
●対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加。

（４）従業員基準の追加【適用基準の追加】
●従業員数300人（役務提供委託等は100人）の区分を新設し、規制及び保護の対象を拡充。

⚫ 近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価
格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要。

⚫ このため、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金の支払等の禁止、規制及び振興の対象となる取引への運送委託の追加
等の措置を講ずるとともに、多段階の取引当事者が連携した取組等を支援し、価格転嫁・取引適正化を徹底していく。

１．規制の見直し（下請代金支払遅延等防止法）

２．振興の充実（下請中小企業振興法）

背景・概要

令和８年１月１日（ただし、一部の規定は本法律の公布の日から施行。） 施行期日

３．「下請」等の用語の見直し（下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法等）

●用語について、「下請事業者」を「中小受託事業者」、 「親事業者」を「委託事業者」等に改める。
●題名について、「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、
「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に改める。

【執行の強化等】
（５）面的執行の強化
●関係行政機関による指導及び助言に係る規定、相互情報提供に係る規定
等を新設。

※その他
●製造委託の対象物品として、木型その他専ら物品の製造に用いる物品を追加。
●書面等の交付義務において、承諾の有無にかかわらず、電磁的方法による提供を認容。
●遅延利息の対象に、代金を減じた場合を追加。
●既に違反行為が行われていない場合等の勧告に係る規定を整備。

（３）地方公共団体との連携強化
●国及び地方公共団体が連携し、全国各地の事業者の振興に向けた取組を
講じる旨の責務と、関係者が情報交換など密接な連携に努める旨を規定。

（４）主務大臣による執行強化
●主務大臣による指導・助言をしたものの状況が改善されない事業者に対し
て、より具体的措置を示して改善を促すことができる旨を追加。



⚫ パートナーシップ構築宣言は、「発注者」の立場から、「代表者の名前」で、サプライチェーン全体の付加価値向上
や望ましい取引慣行の遵守等について自主的に宣言・公表することで、取引適正化に関する社内への意識徹底、
取引先からの取組の見える化等を図り、サプライチェーン全体の共存共栄を図る取組。

※日本商工会議所・三村元会頭のイニシアティブの下、「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議（PS会議）」（2020年
5月）において、導入を決定。

※宣言の公表は賃上げ促進税制（大企業向け）の要件であり、国・地方の補助金の加点要素にもなっている。

⚫ PS会議では、関係省庁・経済界が一堂に会し、経産省からパートナーシップ宣言企業の取引先（下請企業）
に対する調査結果を報告し、今後の課題や対応の方向性を示すとともに、宣言の拡大や取引適正化に向けた
経済界や各省庁の姿勢を確認。

✓ 【共同議長】経済産業大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政策）

【構成員】厚労大臣、農水大臣、国交大臣、内閣官房副長官（政務）、経団連会長、日商会頭、連合会長

※第５回は、臨時議員として全国知事会・村井会長（宮城県知事）及び矢田補佐官が出席。

「パートナーシップ構築宣言」について

２．未来を拓くパートナーシップ構築推進会議（PS会議）

✓ 第1回は2020年5月、第2回は2020年11月、第3回は2022年2月、第４回は2022年10月11日、
第5回は2023年12月21日、第６回は2025年2月21日に開催。

（１）サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携（オープンイノベーション、IT実装、グリーン化等）
（２）下請企業との望ましい取引慣行（「振興基準」）の遵守、特に、取引適正化の重点5課題（※）への取組

※①価格決定方法の適正化、②型取引の適正化、③支払条件の改善、④知的財産・ノウハウの保護、
⑤働き方改革に伴うしわ寄せ防止

１．宣言の骨子
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⚫ 2025年６月13日時点で70,248社が宣言（うち、資本金3億円超の大企業は2,998社）



地域におけるパートナーシップ構築宣言の拡大に向けて

18

・経済団体等が参画する宣言に係る協定締結、共同宣言等
 かつ
・宣言企業への補助金加点等のインセンティブを措置

・セミナー等による宣言の周知活動を実施

・経済団体等が参画する宣言に係る協定締結、共同宣言等
 または
・宣言企業への補助金加点等のインセンティブを措置

⚫ 宣言の更なる拡大に向けて、2023年２月に、経済産業大臣から地方経済産業局長
に、自治体や経済団体への働きかけを指示。

⚫ 「自治体・経済団体等による協定締結や共同宣言」、「宣言企業への自治体補助金で
の加点措置」などの地域での取組が47都道府県まで拡大。

〈パートナーシップ構築宣言の拡大に向けた各地域の取組の現状（2025年2月7日時点）〉



「パートナーシップ構築宣言」を公表する意義①

■「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト

【URL】 https://www.biz-partnership.jp

■ロゴマーク

19

宣言を行った企業は、パートナー
シップ構築宣言の「ロゴマーク」を
使用することができます。

■SDGSアクションプラン2023

SDGsを推進するための具体的な施策を政府がとりまとめた
「SDGSアクションプラン2023」において、パートナーシップ構
築宣言の推進が、以下の6つの目標に関する施策として登
録されています。宣言内容に応じて、これらの目標と紐付け
て自社の活動のPRいただくことが可能です。

3.すべての人に健康と福祉を
8.働きがいも経済成長も
9.産業と技術革新の基盤をつくろう

10.人や国の不平等をなくそう
13.気候変動に具体的な対策を
17.パートナーシップで目標を達成しよう

⚫ 宣言は、(公財)全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトに掲載・公表されます。

⚫ 宣言を行った企業は、パートナーシップ構築宣言の「ロゴマーク」を使用することができ、名刺などに記
載することで取組をPRできます。また、SDGSの目標と紐付けた活動のPRも可能です。

https://www.biz-partnership.jp/


「パートナーシップ構築宣言」を公表する意義②-1

20※加点措置のある補助金については、ポータルサイトで随時更新します。

＜中小企業庁補助金＞

＜資源エネルギー庁補助金＞

⚫ 以下などの補助金で加点を受けることができます。加点される補助金は、今後追加見込みです。

●ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

     革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要
な中小企業等の設備投資等を支援。

●事業再構築補助金

    新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等、思い切った事
業再構築に意欲を有する中堅・中小企業等を支援。

●①需要家主導型太陽光発電及び②再生可能エネル

ギー電源併設型蓄電池導入支援事業費補助金

 ①需要家が小売電気事業者・発電事業者と一体となって取り組む
太陽光発電の導入や蓄電池の併設を支援。

②FIPの認定を受ける案件であること等を条件に、一定の容量・価格の
 上限のもと、蓄電池の導入を支援。

●省エネルギー投資促進支援事業費補助金

    省エネルギー設備に⼊れ替える企業を支援。

●災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料
備蓄の推進事業費補助金

 避難所や避難困難者が多数生じる施設等に設置するLPガスタンク等
の購入や設置工事費に要する経費を支援。

● ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業

民間の大規模建築物についてネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）化
を支援。



「パートナーシップ構築宣言」を公表する意義②-2

21※加点措置のある補助金については、ポータルサイトで随時更新します。

＜経済産業省補助金＞

●皮革産業振興対策事業費補助金

 皮革関連産業の商品開発力やデザイン力の向上と消費者への認知度
を高めるための見本市の開催やPR事業等を支援。

● 伝統的工芸品産業支援補助金

 「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づき、組合、団体及
び事業者等が実施する事業に要する経費を支援。

●アジア等ゼロエミッション化人材育成等事業

 アジア新興国等の外国人材を対象に日本企業が有するカーボンニュート
ラル実現のための先進技術に関するセミナーや寄附講座の開設等を支援。

●技術協力活用型・新興国市場開拓事業（研修・専門
家派遣・寄附講座開設事業） 

 海外展開の促進等に向け、日本における研修や講義及び開発途上国の
製造現場等を活用した専門家による指導、開発途上国の高等教育機関
等における寄附講座の開設等を通じた現地人材の育成・獲得を支援。

●ワクチン生産体制強化製造拠点等整備事業補助金

    平時に生産しているバイオ医薬品を、有事の際には感染症に対するワク
チンを製造できる、両用性を備えたデュアルユース設備の導入等を支援。

●地域復興実用化開発等促進事業費補助金

 福島イノベーション・コースト構想において重点的に取り組む分野につい
て、地元企業等又は地元企業等と連携して行う実用化開発等を支援。

●コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金

収益チャネルの多様化や顧客体験価値の向上を行うコンテンツに関する
イベントの実施に関する費用等を支援。

●自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金

被災者の「働く場」を確保し生活基盤を取り戻すため、被災地の工
場等の新増設や企業立地を支援。

●中堅・中小成長投資補助金

中堅・中小企業が、持続的な賃上げを目的として、足元の人手不足に
対応した省力化等による労働生産性の抜本的な向上と事業規模の
拡大を図るために行う工場等の拠点新設や大規模な設備投資を支
援。

⚫ 以下などの補助金で加点を受けることができます。加点される補助金は、今後追加見込みです。



「パートナーシップ構築宣言」を公表する意義②-3

22※加点措置のある補助金については、ポータルサイトで随時更新します。

＜他省庁補助金＞

⚫ 以下などの補助金で加点を受けることができます。加点される補助金は、今後追加見込みです。

●食品原材料調達安定化対策事業補助金
 食品製造事業者等が原材料の調達に関するリスクに対応するための
調達先の多角化、原材料の切替及び製造コスト削減等を支援。

●海外展開・酒蔵ツーリズム補助金

 酒類事業者による海外展開（販路拡大・ブランド化）や酒蔵ツーリズムを
推進する取組を支援。

●新市場開拓支援事業費補助金（フロンティア補助金）

 酒類事業者による国内外の新市場を開拓するなどの意欲的な取組を支援。

●中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等

 導入等支援補助金

 中小トラック運送事業者に対するテールゲートリフター、トラック搭載
型クレーン、トラック搭載用２段積みデッキの導入等を支援。

●モーダルシフト等推進事業

 温室効果ガスの排出削減、流通業務の省力化による持続可能な物流
体系の構築を図るため、荷主企業及び物流事業者等物流に係る関係
者によって構成される協議会が実施するモーダルシフト等の取組を支援。

●工場・事業場における先導的な脱炭素化取組事業
（SHIFT事業）企業間連携先進モデル支援

 企業間で連携したサプライチェーンの脱炭素化の取組を支援。



「パートナーシップ構築宣言」を公表する意義③
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⚫ 一定規模以上の企業は、賃上げ促進税制を活用時に宣言が必要です。2022年度から拡充され
た税制は、2023年3月末以降の税務申告から適用されます。

■賃上げ促進税制

継続雇用者の賃金を引き上げた場合、増加分の15％以上（最大30％）を法人税額等から控除。

（適用期間：2022年 4月～2024年3月に始まる事業年度）

マルチステークホルダー方針の中で、パートナーシップ構築宣言を公表していることが必要



「パートナーシップ構築宣言」を公表する意義④

■コーポレートガバナンス・コード
（東京証券取引所 令和３年６月改訂） 抜粋
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■コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務
指針（ＣＧＳガイドライン）

（平成29年３月策定・平成30年9月、R4年7月改訂）

⚫ コーポレートガバナンス・コードでは、サステナビリティを巡る課題として、「取引先との公正・適正な取
引」が新たに位置づけられた。

⚫ また、コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針においては、取締役会の役割として、
「パートナーシップ構築宣言」の宣言状況・実行状況を監督することが新たに位置づけられた。

【原則２－３．社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ
を巡る課題】 上場会社は、社会・環境問題をはじめとする
サステナビリティを巡る課題につい て、適切な対応を行うべ
きである。 

補充原則 ２－３① 取締役会は、気候変動などの地球環
境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健 康・労働環
境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正
な取引、自然 災害等への危機管理など、サステナビリティ
を巡る課題への対応は、リスクの 減少のみならず収益機
会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的
な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・
能動的に取り組むよう検討を深めるべきである。 

※2022年7月19日改訂ＣＧＳガイドライン抜粋

取引先との公正・適正な取引については、監督の具体
的な方法の一つとして、「パートナーシップ構築宣言」を
行っているかどうかについての状況や、宣言している場
合にはその実行状況について取締役会が監督すること
が有益である。



「パートナーシップ構築宣言」を公表する意義⑤
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⚫ 日本政策金融公庫の「企業活力強化資金」において、パートナーシップ構築宣言を宣言している企
業が、宣言内容に基づく取組を実施するために必要な設備資金や長期の運転資金について、長
期固定金利の資金融資を受けることが可能。



第3回パートナーシップ構築シンポジウムと表彰
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⚫ 2022年度から、パートナーシップ構築宣言の更なる拡大、意義の浸透、実効性の向上と、サプライ
チェーン全体での協力拡大に向けた機運醸成を目的として、シンポジウムの開催とともに、経済産業
大臣賞を創設し、サプライチェーンでの新たな連携に取り組む優良事例を表彰・紹介。

⚫ 2023年度、世間の注目度が高く政府としても注力しているテーマ特別賞（GX賞）や、サプライ
チェーンの付加価値向上に率先して取り組む中小企業賞を新設。

⚫ 2024年度は、3月13日（木）に第３回パートナーシップ構築シンポジウムを開催。

日時： 2025年3月13日（木）14:30～16:05

会場：ベルサール虎ノ門
 ※オンライン配信を組み合わせたハイブリッド形式

主催：経済産業省

後援：日本経済団体連合会、日本商⼯会議所
、日本労働組合総連合会

プログラム
14:30-14:33 開会ビデオメッセージ（武藤経済産業大臣）
14:33-14:45 基調講演（サントリーホールディングス株式会社

取締役専務執行役員 木村穣介）
14:45-15:10 優良企業の表彰・講評（審査委員長 後藤康雄 成城大学教授）
15:10-16:00 受賞企業による、取組事例のプレゼンテーション
16:00-16:05 閉会挨拶（日本商⼯会議所 会頭 小林 健）



経済三団体連名のパートナーシップ構築宣言の実効性向上に向けた要請（2024年1月17日）
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下請Gメンの活動について

・2017年4月から取引調査員（下請Gメン）を全国に配置

2017年4月～：80名、 2021年4月～：120名、 2022年4月～：250名、 2023年1月～：300名、
2024年4月～330名（現在）

・下請Gメンは、幅広い業種の下請中小企業から、取引の実態等をヒアリングし（年間1万件超）、問題ある商習や、

業界・個社の問題事例を、業種ごと・取引ごとに分析。 その情報を以下の通り活用。
①（望ましい下請取引の在り方である）振興基準の改正や、個別企業への事業所管大臣からの指導・助言

② 各業界団体による取引適正化のための自主行動計画の策定・改正や、業所管省庁による業種別の下請ガイドラ

インの策定・改正に向けての要請・働きかけ
③ 公正取引委員会・中小企業庁が執行する、下請代金法に基づく取締りの端緒情報として活用 等

発注者
（業界団体/
大企業 等）

受注者
（下請中小企業 等）

中小企業庁・
地方経済産業局

取引条件の協議、見直し

業所管省庁

下請Gメンヒアリング等

②要請・働きかけ
（自主行動計画、業種別の下請
ガイドラインの策定・改定 等）

①大臣からの指導・助言、
③下請代金法の執行
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価格転嫁サポート窓口

（資料）株式会社帝国データバンク資料
（２０２３／２／９ 特別企画：価格転嫁の成功理由に関する企業アンケート）

⚫ 価格転嫁ができた企業のうち、多くが「原価を示した価格交渉」が有効と回答。効果的な価格交渉
のためには、コスト増加分を定量的に把握し、原価を割り出して提示することが有益。

⚫ このため、令和5年7月より、全国のよろず支援拠点に「価格転嫁サポート窓口」を設置し、中小企
業等に対する価格交渉に関する基礎的な知識の習得支援や、原価計算の手法の習得支援を実施。

⚫ また、商⼯会議所・商⼯会等の地域支援機関に対して、価格交渉ハンドブックを配布するとともに、
支援機関においても価格転嫁に関する基本的な知識の習得支援等を行うことで、中小企業の価格
転嫁を支援する全国的なサポート体制を整備。

下請Gメンのヒアリング結果としても以下の事例を把握。
➢ ２０２３年３月に原材料費、労務費高騰の資料を提示し、4月中に提示どおりの価格で決着した。

中小企業

取引先

③原価を示した価格交渉

④コスト増加に応じた支払い

適
切
な
価
格
転
嫁
の
実
現

価格転嫁サポート窓口
（よろず支援拠点） コスト増加！

・原材料費
・電気代、ガス代
・人件費
・加⼯費・・・

＜価格転嫁サポート窓口の支援イメージ＞

②原価計算の支援

①経営相談

＜原価計算能力向上に係る主な支援内容＞
・原価管理に係る基礎支援

原価管理の目的とその算出に係る考え
方、製品原価の算出に必要な情報の把握
手法等について助言。

・製品原価算出に係る実践的な提案

個々の企業の実態を踏まえた、具体的な
製品毎の原価の算出方法等を提案。
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⚫ 下請代金の減額や、消費税の転嫁など、企業間取引に係る各種相談への対応や、
裁判外紛争解決手続（ADR)を行うため、各都道府県の下請企業振興協会の協
力を得て、本部及び全国47都道府県に「下請かけこみ寺」を設置。

下請かけこみ寺

下請かけこみ寺は全国に設置しています。
０１２０－４１８－６１８

（お近くの下請かけこみ寺につながります）

（下請かけこみ寺のサイト）
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１．価格交渉促進月間における取組とその調査結果について

２．価格転嫁促進に向けた取組について

３．価格交渉に役立つコンテンツ等について

目次
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労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

（2023年11月29日 内閣官房・公正取引委員会より公表）

⚫ 労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者双方の立場からの行動指針。

⚫ 労務費の適切な転嫁のため、発注者及び受注者がこの行動指針に沿った行為を行う事が必要。

⚫ 本指針に記載の12の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取
引委員会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処することを明記。

⚫ 他方で、記載された発注者としての行動を全て適切に行っている場合、通常は独占禁止法及び下請代金法上の問題が生じ
ない旨を明記。

本指針の性格

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する12の行動指針

【行動①】本社（経営トップ）の関与
【行動②】発注者側からの定期的な協議の実施
【行動③】説明・資料を求める場合は公表資料とすること
【行動④】サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行

うこと

【行動⑤】要請があれば協議のテーブルにつくこと
【行動⑥】必要に応じ考え方を提案すること

【行動①】相談窓口の活用
【行動②】根拠とする資料
【行動③】値上げ要請のタイミング
【行動④】発注者から価格を提示されるのを待たずに

自ら希望する額を提示

【行動①】定期的なコミュニケーション
【行動②】交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管

発注者として採るべき行動／求められる行動 受注者として採るべき行動／求められる行動

発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動

（出典）公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（概要）」より抜粋
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適正取引支援サイト

URL：「https://tekitorisupport.go.jp/」

価格交渉のノウハウや関連法規等の習得のため、主に下請中小企業者を対象とし

た「e-learning」「オンライン講習会」を実施。

https://tekitorisupport.go.jp/
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価格交渉ハンドブック・ここから始める価格交渉

◆ここからはじめる価格交渉（受注者における価格交渉のポイントをまとめたリーフレット）

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/hajimeru_kakaku_kosho.pdf

◆中小企業・小規模事業者の価格交渉ハンドブック（改訂版）
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/kakaku_kosho_handbook.pdf
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価格転嫁検討ツール

・仕入れ・材料費や人件費、水道光熱費等のコスト増加分を価格に反映させたい

中小企業･小規模事業者の皆様がコスト高騰前と同水準の利益を確保するために

目指すべき取引価格を検討できるシミュレーションツールです。

・無料で利用することができます。（利用はパソコンからお願いします。）

URL:「https://kakakutenka.smrj.go.jp/kakakukentou/index.html」

https://kakakutenka.smrj.go.jp/kakakukentou/index.html
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・下請事業者が匿名で、「買いたたき」などの違反行為を行っていると疑われる親事業
者に関する情報を提供できるフォームとして、「違反行為情報提供フォーム」を設置し
ました。

・中小企業の皆様からの積極的な情報提供をお待ちしております。

1.公正取引委員会・中小企業庁では、以下URLの情報提供フォームを通じて、買いたたきなどの違反行為を
していると疑われる親事業者に関する情報を広く受け付けます。

2.提供いただいた情報は、転嫁円滑化施策パッケージに基づき、下請法上の定期調査における対象業種の
選定や調査票の送付先の選定（公正取引委員会、中小企業庁）などに活用させていただきます。

3.なお、このフォームは違反行為を詳細に申告するものではありませんので、具体的な違反行為の事実を報告
し、より詳細な情報提供を行うことを希望される場合は、このフォームではなく「下請法申告受付窓口 」から申
告してください。

情報提供フォームのURL・バナー

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/jigyokankyo/20220126

違反行為情報提供・申告窓口

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/jigyokankyo/shitaukeho_shinkoku
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/jigyokankyo/20220126


ご静聴いただき、

誠にありがとうございました。
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